
 

 

 

令和８年第３回 

 

多治見市議会定例会議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和８年５月28日 

  

１ 



  



i 

目       次 

 

報第15号 専決処分の報告について ·········································· １ 

報第16号 専決処分の報告について ·········································· ２ 

議第55号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を制定するについて ············································· ３ 

議第56号 多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正す

るについて ······················································· ５ 

議第57号 多治見市税条例等の一部を改正するについて ························ ６ 

議第58号 多治見市都市計画税条例の一部を改正するについて ·················· 14 

議第59号 多治見市介護保険条例の一部を改正するについて ···················· 17 

議第60号 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正するについて ··········································· 22 

議第61号 多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

について ························································· 23 

議第62号 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するに

ついて ··························································· 27 

議第63号 多治見市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するについて ······ 29 

報第17号 令和７年度多治見市一般会計継続費繰越計算書の報告について ········ 31 

報第18号 令和７年度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ···· 35 

報第19号 令和７年度多治見市介護保険事業特別会計継続費繰越計算書の報告につい

て ······························································· 40 

報第20号 令和７年度多治見市水道事業会計予算繰越計算書の報告について ······ 42 

報第21号 令和７年度多治見市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について ···· 44 

議第68号 物品供給契約の締結について ······································ 48 

議第69号 物品供給契約の締結について ······································ 49 

議第70号 物品供給契約の締結について ······································ 50 

議第71号 物品供給契約の締結について ······································ 51 

議第72号 第８次多治見市総合計画基本計画を変更するについて ················ 52 

議第73号 多治見市農業委員会委員の任命について ···························· 54 



 

 



1 

報第15号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長  髙 木  貴 行 

 

 

専第13号 

 

損害賠償の額を定めるについて 

 

 令和７年12月16日午後２時18分頃、市内京町２丁目地内の交差点付近において、本

市職員（南消防署所属）が、信号が青に変わって前方の軽自動車が発進したことを確

認し、公用車（査察車）を発進させたところ、同軽自動車が一旦停止したことに気付

かず後方から追突し、運転者に腰部挫傷を負わせ、損害を与えた。 

 これに対する損害賠償額を次のとおり定めるについて、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和８年５月８日 

 

多治見市長  髙 木  貴 行 

 

損害賠償額 一金 208,656円 
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報第16号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

専第14号 

 

損害賠償の額を定めるについて 

 

令和７年６月４日午後１時頃、市内下沢町１丁目地内の本市所有の貸付地において、

隣接する本市所有の山林から枯れ木が倒れ、当該貸付地内に存する一般財団法人岐阜

県交通安全協会所有の小屋の屋根の一部を破損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を次のとおり定めるについて、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和８年５月13日 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

損害賠償額 一金 184,800円 
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議第55号 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例を制定するについて 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次の

ように制定するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （多治見市監査委員条例の一部改正） 

第１条 多治見市監査委員条例（昭和61年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「第243条の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

（市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第２条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年条例第16号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「第243条の２の７第１項」を「第243条の２の８第１項」に、「第243条

の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

 第３条（見出しを含む。）中「第243条の２の７第１項」を「第243条の２の８第

１項」に改める。 

 （多治見市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例の一

部改正） 

第３条 多治見市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

（昭和41年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第243条の２の８第８項」を「第243条の２の９第８項」に改める。 

 （多治見市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 
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第４条 多治見市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第32号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条中「第243条の２の８第８項」を「第243条の２の９第８項」に改める。 

  附 則 

 この条例は、令和８年９月24日から施行する。 
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議第56号 

 

多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正

するについて 

 

多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成21年条例第29号）

の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条

例 

 多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成21年条例第29号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「次」を「次の各号」に、「第３条から前条までの」を「当該各号に定め

る」に改め、同条第１号中「定めるもの」を「定めるもの 第３条から前条までの規

定」に改め、同条第２号中「手続等のうち当該手続等」を「申請等及び処分通知等の

うち当該申請等又は処分通知等」に改め、「その他の情報通信技術を利用する方法」

を削り、「、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項」を「又は第４条第１項」

に、「除く。）」を「除く。） 第３条及び第４条の規定」に改め、同条に次の１号を加

える。 

(３) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定に

おいて情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５

条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除

く。） 第５条及び前条の規定 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第57号 

 

多治見市税条例等の一部を改正するについて 

 

多治見市税条例等の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   多治見市税条例等の一部を改正する条例 

 （多治見市税条例の一部改正） 

第１条 多治見市税条例（昭和25年告示第45号）の一部を次のように改正する。 

 第38条第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

 第41条の２第１項ただし書中「及び第41条の３の３第１項」を「並びに第41条の

３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

 第41条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において

同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条

第４項」を「次条第５項」に改める。 

第41条の３の３第１項を次のように改める。 

 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的

年金等支払者（所得税法第203条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）

の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し
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なければならない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。）の支払を受ける第26条第１項第１号に掲げる者であって、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が95万円以下であるも

のに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第

62条に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を

有する者に限る。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族で

あって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手

当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに

限る。）を有する者 

(３) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものに限る。）の支払を受ける第26条第１項第１号に掲げる者（当該年中

に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払

を受けるべき日の前日の現況において令第48条の９の７の３に定める金額に満

たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又

は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族に限

る。）若しくは特定親族（合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を

有する者 

 第41条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第48条の９の７の３」を「第48条の９の８」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、

「法第317条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による

申告書に」に、「法第317条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を

「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第314条の２第１項第６号に規定する特別障害者

又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡
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婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他施行規則で定める事項 

 第72条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては20万円」を

削り、「150万円」を「180万円」に改める。 

 附則第５条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

 附則第６条の３第１項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「令和７年」を

「令和12年」に改める。 

 附則第６条の４中「又は附則第19条第１項」を「、附則第18条の３第１項又は附

則第19条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める。 

 附則第８条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項

又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

 附則第９条の２第３項中「附則第15条第25項第１号イ」を「附則第15条第24項第

１号イ」に、「２分の１」を「３分の１」に改め、同条第４項中「附則第15条第25

項第１号ロ」を「附則第15条第24項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に

改め、同条第５項中「附則第15条第25項第１号ハ」を「附則第15条第24項第１号ハ」

に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第６項中「附則第15条第25項第１号

ニ」を「附則第15条第24項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同

条第７項中「附則第15条第25項第２号」を「附則第15条第24項第２号」に、「７分

の６」を「５分の３」に改め、同条第８項中「附則第15条第25項第３号イ」を「附

則第15条第24項第３号イ」に、「12分の７」を「３分の２」に改め、同条第９項中

「附則第15条第25項第３号ロ」を「附則第15条第24項第３号ロ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同条第10項中「附則第15条第25項第３号ハ」を「附則第15

条第24項第４号」に改め、同条第11項から第13項までを削り、同条第14項中「附則

第15条第28項」を「附則第15条第27項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第15

項中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に改め、同項を同条第12項とし、

同条中第16項を第13項とし、第17項を第14項とし、同条に次の１項を加える。 

15 法附則第15条の11第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 
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 附則第９条の３第５項中「附則第12条第16項」を「附則第12条第17項」に改め、

同条第６項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第７項第

４号中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第６号中「附則

第12条第24項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第８項第５号及び第10項第５

号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第13項中「附則第

12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第14項中「改修実演芸術公演施

設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する通

知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法律第49

号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規

則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第14条第１

項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第17条第３項第１号に規定する同法第２条第20号に規定する建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改め

る。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成18年政令第379号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第３項の条例で定める同法第２条

第18号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第16条の２第２項中「附則第34条の２第５項」を「附則第34条の２第６項」

に、「附則第34条の２第10項」を「附則第34条の２第12項」に改め、同条に次の１

項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納

税義務者が、租税特別措置法第31条の２第２項第13号から第15号までに掲げる土

地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡

をした時において地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地す

べり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の土砂災
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害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第56条

第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第

２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。 

 附則第18条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第18条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の２

第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所

得、譲渡所得及び雑所得については、第36条第１項及び第２項並びに第37条の規

定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の

金額及び雑所得の金額として令附則第18条の６の４で定めるところにより計算し

た金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第36条の３の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の３に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第36条の３の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、附則第18条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

(２) 第37条の３から第39条まで、第39条の２第１項、附則第６条第１項及び附

則第６条の３第１項の規定の適用については、第37条の３中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第18条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第38条第１項前段、第39条、第39条の２第１項、附則第６条第１項

及び附則第６条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第18条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第38条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第40条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第18条の３第１項に規定する特定暗号資産に
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係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所

得金額若しくは附則第18条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

(４) 附則第４条の４の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条の３第１項に規定する特定暗号資

産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第18条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

（多治見市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

第２条 多治見市税条例の一部を改正する条例（令和６年条例第39号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第４条の５を削る改正規定を次のように改める。 

附則第４条の５を次のように改める。 

附則第４条の５ 削除 

附則第１条第２号中「附則第４条の５を削る改正規定」を「附則第４条の５を次

のように改める改正規定」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中第41条の２第１項ただし書、第41条の３の２及び第41条の３の３の

改正規定並びに附則第５条の改正規定及び附則第６条の３第１項の改正規定並び

に次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

(２) 第１条中第72条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

(３) 第１条中第38条第２項の改正規定並びに附則第６条の４の改正規定（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限

る。）、第８条の２の改正規定及び第16条の２の改正規定並びに次条第４項の規

定 令和10年１月１日 

(４) 第１条中附則第６条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び

附則第18条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 
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  金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法

律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の多治見市税条例（以下「新条例」という。）第

41条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第41条の３の３第１項の規

定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提

出した第１条の規定による改正前の多治見市税条例第41条の３の３第１項の規定に

よる申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による新条例第６条の３第１項及び第２項の規定は、市

民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）

第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条第１項

に規定する居住用家屋（同条第16項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋

とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

（同条第17項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項

に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第１項に規定する既存住

宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等

をした家屋（同条第17項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋と

みなされる同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又

は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等

（同条第18項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者

の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に

所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第１項に規定

する居住用家屋（同条第20項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみな

される同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第

35項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定す

る要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部

分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21項の規定により同条
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第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等を

含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合につい

ては、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による新条例附則第６条の４の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」という。）の属する

年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第16条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第３

号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第16条の２第１項の土地等の譲渡

について適用する。 

５ 新条例附則第18条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第72条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則第15条第25項に

規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

４ 平成30年４月１日から令和８年３月31日までの間に旧法附則第15条の11第１項に

規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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議第58号 

 

多治見市都市計画税条例の一部を改正するについて 

 

多治見市都市計画税条例（昭和31年条例第14号）の一部を次のように改正するもの

とする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   多治見市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 多治見市都市計画税条例（昭和31年条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項（見出しを含む。）中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に

改める。 

 附則第14項中「第９項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、

第31項から第33項まで若しくは第44項」を「第８項、第12項から第16項まで、第18項、

第19項、第23項、第26項、第30項から第32項まで若しくは第43項」に改め、同項を附

則第15項とする。 

 附則第13項中「附則第４項及び第７項」を「附則第５項及び第８項」に、「附則第

４項及び第８項」を「附則第５項及び第９項」に、「附則第６項、第８項及び第９項」

を「附則第７項、第９項及び第10項」に、「附則第８項から第10項まで」を「附則第

９項から第11項まで」に、「附則第10項」を「附則第11項」に、「附則第11項」を

「附則第12項」に改め、同項を附則第14項とする。 

 附則第12項中「附則第10項」を「附則第11項」に改め、同項を附則第13項とする。 

 附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とする。 

 附則第９項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第10項とする。 

 附則第８項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第９項とする。 

 附則第７項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第８項とする。 
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 附則第６項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第７項とする。 

附則第５項を附則第６項とし、附則第４項を附則第５項とする。 

 附則第３項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、

同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第

10条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である」を「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）附則第７条の２第１項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第14条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第17条第３項第１号

に規定する同法第２条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準

に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

18年政令第379号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律第14条第３項の条例で定める同法第２条第18号

に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第３項を附則第４項とし、附則第２項の次に次の１項を加える。 

 （法附則第15条の11第１項の条例で定める割合） 

３ 法附則第15条の11第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、改正後の多治見市都市計画税条例の規定は、令和８年

度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 

３ 平成30年４月１日から令和８年３月31日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律

第266号）附則第15条の11第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項
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に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前

の例による。 
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議第59号 

 

多治見市介護保険条例の一部を改正するについて 

 

多治見市介護保険条例（平成12年条例第３号）の一部を次のように改正するものと

する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市介護保険条例の一部を改正する条例 

 多治見市介護保険条例（平成12年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の３条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第13条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦

課する本市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町

村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する本市に住所を有する者（同法第

294条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者

を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の

合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28条第１

項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円未

満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、

第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第

１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適
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用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以

下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭

和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当

該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年

中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた

額によるものとし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号ア

に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和

25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得

金額」という。）（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28

条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者
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（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上190万円未満である者に限る。）の

令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25年

法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合

計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に65万円から令和７年給与所得控除額（令

和７年中の所得税法第28条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の

収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規定

による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応

じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項

に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第14条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての

世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者

のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当該保険料を賦課する本市に住所を有しない者を除く。）
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であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において

当該保険料を賦課する本市に住所を有するもの（同法第294条第３項の規定によ

り本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、

135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入

金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、か

つ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場

合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上190万円未満であり、かつ、

135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の

給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以

下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に

応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控

除して得た額以下である場合 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、

多治見市税条例（昭和25年告示第45号）第27条第２項で定める金額から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控

除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、か

つ、多治見市税条例第27条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除

して得た額が10万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上190万円未満であり、かつ、
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多治見市税条例第27条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額

を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別

表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以

下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、か

つ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被

保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（令和８年度の保険料に係る減免の特例） 

第15条 第16条第１項の規定によるもののほか、市長は、令和７年度分の市町村民税

が課されていない者であった第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員で、前条第１項又は第２項の規定により令和８年度分の本市の市町村民税

が課されている者とみなされたものについて、当該第１号被保険者に係る令和８年

度の保険料に限り、その一部を減免する。 

２ 前項の規定による保険料の減免は、申請によらずに行うことができる。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の附則第13条から第15条までの規定は、令和８年度分の保険料について適

用する。 
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議第60号 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正するについて 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成28年

条例第６号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例 

 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成28年

条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「特定業務施設（法第５条第４項第５号イ」を「特定業務施設（法第５条

第４項第５号」に改める。 

 第２条中「令和８年３月31日」を「令和10年３月31日」に改め、「当該特別償却設

備である家屋又は構築物及び償却資産」の次に「（所得税法施行令（昭和40年政令第

96号）第６条第１号から第３号まで又は法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第13

条第１号から第３号までに掲げるものに限る。以下同じ。）」を加える。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第２条の規定は、令和８年４月１日から適用する。 
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議第61号 

 

多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

るについて 

 

多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例（平成４年条例第43号）の

一部を次のように改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例（平成４年条例第43号）の

一部を次のように改正する。 

 目次中「起業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」に改める。 

 「第４章 起業支援ルーム」を「第４章 経済支援拠点フロア施設」に改める。 

 第19条の見出し中「起業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」に改め、同条

第１項中「起業支援ルーム」を「次の各号に掲げる施設（以下「経済支援拠点フロア

施設」という。）」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (１) コワーキングスペース 

(２) 会議室 

(３) ミーティングルーム 

(４) 起業支援ルーム 

第19条第３項中「起業支援ルームの」を「経済支援拠点フロア施設の」に改め、

「又は使用期間満了後引き続き起業支援ルームを使用しようとするとき」を削り、

「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を

「第１項」に、「起業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 



24 

２ 起業支援ルームの使用の許可は、申請者が実施する事業の新規性、実現性及び計

画性並びに申請者の研究開発能力、技術力、資力等を総合的に勘案して行うものと

する。 

 第20条を次のように改める。 

（使用許可の制限） 

第20条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経済支援拠点フロ

ア施設の使用を許可しない。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(２) 経済支援拠点フロア施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(３) 宗教活動に使用しようとするとき。 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２

条第２号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認

められる活動に使用しようとするとき。 

(５) その他市長が施設の管理上支障があると認めるとき。 

第21条中「起業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」に改める。 

第22条第１項各号列記以外の部分、第２号及び第５号中「起業支援ルーム」を「経

済支援拠点フロア施設」に改める。 

第23条の見出しを「（経済支援拠点フロア施設使用料）」に改め、同条第１項中「起

業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」に改め、同条第３項中「使用料は、起

業支援ルームの」を「起業支援ルームの使用料は、」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「使用料の納期限は、毎月末日とする」を「起業支援ルームの使用料は、

毎月末日までに納入しなければならない」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ コワーキングスペース、会議室及びミーティングルームの使用料は、使用許可を

受けたときに納入しなければならない。 

第24条を次のように改める。 

（使用料の還付） 

第24条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたと

きは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。 

 第24条の次に次の１条を加える。 
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 （使用料の減免） 

第24条の２ 市長は、市長が別に定めるところにより、使用料を減免することができ

る。 

第26条の見出し及び同条第１項中「起業支援ルーム」を「経済支援拠点フロア施設」

に改める。 

別表第１ ２ 会議室等の表ミーティングルームの項を削り、同表備考３中 

「 

ミーティングルーム 110円 

」を 

「 

－ 

」に改める。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第23条関係） 

１ コワーキングスペース 

区分 単位 使用料 

個人 時間利用 １時間 300円 

 １日利用 １日 1,200円 

定期利用 １月 12,000円 

法人 定期利用 １月 24,000円 

備考 法人利用は、同時に３人まで利用できるものとする。 

２ 会議室、ミーティングルーム 

単位 使用料 

午前９時から始まる１時間ごとの区分及

び午後８時からの１時間30分の区分 

500円 

３ 起業支援ルーム 

区分 単位 使用料 

最初の使用許可に係る

使用許可期間の開始の 

１平方メートル 

１月 

1,220円 
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日の属する月から起算

して 36月を経過するま

で 

  

最初の使用許可に係る

使用許可期間の開始の

日の属する月から起算

して36月を経過した後 

 2,630円 

備考 使用面積に、１平方メートル未満の端数があるときは、これを１平方メート

ルに切り上げるものとする。 

附 則 

１ この条例は、令和８年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第19条第１項各号に掲げる施設の使用申請の受付、使用の許可及び使用

料の徴収その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても

行うことができる。 

３ この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けたミーティングル

ームの利用については、施行日以後も、改正前の条例の規定を適用する。 

４ この条例の公布の日前に施行日以後の起業支援ルームの使用について許可を受け

ているものは、改正後の条例の規定により許可を受けたものとみなして、改正後の

条例の規定を適用する。 
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議第62号 

 

多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

について 

 

多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例（昭和34年条例第18号）の一

部を次のように改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例（昭和34年条例第18号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「研究生実習料」の次に「及び研究生特別実習料（外国人特別選

考）」を加え、同条に次の２号を加える。 

(６) 手数料のうち入所支援（外国人特別選考）に係るもの 入所年４月末日 

(７) 手数料のうち生活支援（外国人特別選考）に係るもの 毎年４月末日 

 別表１ 使用料(２) 研究生実習料等の表を次のように改める。 

  (２) 研究生実習料等 

種別 単位 金額 

研究生実習料 年額 242,000円 

研究生特別実習料（外国人特別選考） 年額 120,000円 

入所料 １回 62,500円 

備考 

 １ 「外国人特別選考」とは、研究生の養成コースに設ける外国人特別選考枠に

係るものをいう。２ 手数料の表において同じ。 

 ２ 外国人特別選考の研究生に係る実習料は、研究生実習料及び研究生特別実習
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料（外国人特別選考）とする。 

３ 研究生実習料及び研究生特別実習料（外国人特別選考）は、12に分割して、

毎月末日までに徴収することができる。 

 別表２ 手数料の表に次のように加える。 

入所支援（外国人特別選考） １回 65,000円 

生活支援（外国人特別選考） 年額 120,000円 

   附 則 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、別表２ 手数料の表に次

のように加える改正規定（入所支援（外国人特別選考）の項に係る部分に限る。）

は、令和８年７月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１ 使用料(２) 研究生実習料等の表研究生実習料の項の規定は、

令和９年４月１日以後に入所した研究生に係る研究生実習料から適用し、同日前に

入所した研究生に係る研究生実習料については、令和10年３月31日までの間、なお

従前の例による。 
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議第63号 

 

多治見市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するについて 

 

多治見市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第26号）の一部を次のように

改正するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 多治見市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第26号）の一部を次のように

改正する。 

第18条中「315,000円」を「33万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の多治見市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」

という。）第18条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に

支給すべき事由の生じた多治見市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定

する葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する

葬祭補償については、なお従前の例による。 

 （補償の内払） 

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にお

いてこの条例による改正前の多治見市消防団員等公務災害補償条例第18条の規定に

基づく葬祭補償（適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたもの

に限る。）として支払われた金額は、新条例第18条の規定に基づく葬祭補償の内払
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とみなす。 
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報第17号 

 

令和７年度多治見市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により、令和７年

度多治見市一般会計継続費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に報告

する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

 

 

  



32 

（
単
位
：
円
）

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

２
１

２
１

２
１

２
１

２
１

２
１

総 務 費

総 務 管 理 費

0
1
,6
9
7
,0
0
0

1
,6
9
7
,0
0
0

1
,6
9
7
,0
0
0

駅
北
庁
舎
オ
フ
ィ
ス
環
境
整
備
事
業

3
,3
9
3
,0
0
0

1
,3
5
7
,0
0
0

3
4
0
,0
0
0

1
,6
9
7
,0
0
0

総 務 管 理 費

1
,9
9
1
,0
0
0

1
,5
5
0
,0
1
9

4
4
0
,9
8
1

4
4
0
,9
8
1

4
4
0
,9
8
1

総 務 費

総 務 管 理 費

接
続

棟
新

築
設

計
事

業
6
,6
3
2
,0
0
0

1
,3
2
7
,0
0
0

6
6
4
,0
0
0

0
4
,7
2
6
,0
0
0

4
,7
2
6
,0
0
0

4
,7
2
6
,0
0
0

駅
北

庁
舎

改
修

設
計

事
業

1
1
,9
3
6
,0
0
0

3
,5
3
2
,0
0
0

1
,1
9
4
,0
0
0

4
,7
2
6
,0
0
0

総 務 費総 務 費

総 務 管 理 費

5
,4
5
3
,0
0
0

0
5
,4
5
3
,0
0
0

5
,4
5
3
,0
0
0

5
,4
5
3
,0
0
0

総 務 費

総 務 管 理 費

新
本
庁
舎
オ
フ
ィ
ス
環
境
整
備
事
業

1
0
,9
0
4
,0
0
0

4
,3
6
2
,0
0
0

1
,0
9
1
,0
0
0

5
9
,2
5
0
,8
1
3

5
1
,3
2
6
,1
8
7

5
1
,3
2
6
,1
8
7

2
2
,4
2
6
,1
8
7

2
8
,9
0
0
,0
0
0

新
本

庁
舎

新
築

設
計

事
業

2
6
4
,8
1
6
,0
0
0

1
0
3
,3
7
5
,0
0
0

7
,2
0
2
,0
0
0

1
1
0
,5
7
7
,0
0
0

新
本

庁
舎

建
設

準
備

事
業

3
1
6
,9
2
4
,0
0
0

1
7
,8
8
3
,0
0
0

2
3
7
,2
7
5
,6
4
0

総 務 費

総 務 管 理 費

2
5
5
,1
5
8
,6
4
0

2
5
,1
6
2
,8
1
6

2
2
9
,9
9
5
,8
2
4

2
2
9
,9
9
5
,8
2
4

2
2
9
,9
9
5
,8
2
4

予
算
計
上
額

前
年
度

逓
次
繰
越
額

計
繰
越
金

左
の
財
源
内
訳

款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

継
続
費

の
総
額

令
和
７
年
度
継
続
費
予
算
現
額

支
出
済
額

及
び

支
出
見
込
額

残
額

翌
年
度

逓
次
繰
越
額

特
定
財
源

令
和
７
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書



33 

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

２
１

２
１

２
２

２
３

３
２

６
１

2
6
,1
3
0
,0
2
0

2
3
8
,1
0
0

2
3
8
,1
0
0

農 林

水 産 業 費

農 業 費

2
,9
4
6
,9
0
0

2
3
8
,1
0
0

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
標
準
化
・
共
通
化
事
業

6
,4
7
9
,0
0
0

民 生 費

4
,4
0
0
,0
0
0

総 務 費

（
仮
称
）
笠
原
こ
ど
も
園
建
設
事
業

1
,3
2
4
,2
0
0
,0
0
0

1
4
2
,1
2
0
,0
0
0

8
9
,7
8
0
,0
0
0

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
更
新
業
務

5
,2
3
4
,0
0
0

3
,1
8
5
,0
0
0

3
,1
8
5
,0
0
0

児 童 福 祉 費

2
3
1
,9
0
0
,0
0
0

2
0
1
,3
6
9
,9
8
0

3
0
,5
3
0
,0
2
0

戸 籍 住 民

基 本 台 帳 費

2
,1
2
3
,0
0
0

0
0

0

3
0
,5
3
0
,0
2
00

0

2
,1
2
3
,0
0
0

2
,1
2
3
,0
0
0

0
0

1
4
,0
2
0
,9
6
3

1
3
,9
8
4
,1
5
1

3
6
,8
1
2

3
6
,8
1
2

3
6
,8
1
2

総 務 費

総 務 管 理 費

土
地

評
価

資
料

更
新

業
務

6
4
,5
7
0
,0
0
0

1
4
,8
8
3
,0
0
0

3
,3
0
0
,0
0
0

0
新
本
庁
舎
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
計
業
務

9
,9
0
0
,0
0
0

3
,3
0
0
,0
0
0

3
,3
0
0
,0
0
0

総 務 費

徴 税 費

1
4
,8
8
3
,0
0
0

1
4
,8
8
3
,0
0
0

0

笠
原
中
学
校
跡
地
活
用
準
備
事
業

4
0
,1
3
1
,0
0
0

1
4
,0
1
2
,0
0
0

8
,9
6
3

総 務 費

総 務 管 理 費

予
算
計
上
額

前
年
度

逓
次
繰
越
額

計
繰
越
金

左
の
財
源
内
訳

款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

継
続
費

の
総
額

令
和
７
年
度
継
続
費
予
算
現
額

支
出
済
額

及
び

支
出
見
込
額

残
額

翌
年
度

逓
次
繰
越
額

特
定
財
源



34 

  

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

８
２

８
２

2
,8
0
5
,1
1
9
,0
0
0

4
6
1
,8
5
9
,0
0
0

3
3
7
,5
5
5
,6
0
3

7
9
9
,4
1
4
,6
0
3

3
2
6
,9
7
0
,6
7
9

4
7
2
,4
4
3
,9
2
4

4
7
2
,4
4
3
,9
2
4

4
3
9
,1
4
3
,9
2
4

0
3
3
,3
0
0
,0
0
0

0
合

計

2
,4
0
0
,0
0
0

0
0

0
中
央
自
動
車
道
跨
道
橋
撤
去
事
業

（
才

竹
橋

）
3
7
0
,0
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

土 木 費

道 路

橋 り ょ う 費

土 木 費

道 路

橋 り ょ う 費

1
4
8
,0
0
0
,0
0
0

0
1
4
8
,0
0
0
,0
0
0

1
4
8
,0
0
0
,0
0
0

1
4
8
,0
0
0
,0
0
0

中
央
自
動
車
道
跨
道
橋
撤
去
事
業

(
長

瀬
橋

）
3
7
0
,0
0
0
,0
0
0

1
4
8
,0
0
0
,0
0
0

予
算
計
上
額

前
年
度

逓
次
繰
越
額

計
繰
越
金

左
の
財
源
内
訳

款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

継
続
費

の
総
額

令
和
７
年
度
継
続
費
予
算
現
額

支
出
済
額

及
び

支
出
見
込
額

残
額

翌
年
度

逓
次
繰
越
額

特
定
財
源



35 

報第18号 

 

令和７年度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和７年

度多治見市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、これを議会に

報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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0
3
0
,7
6
7
,0
0
0

１
商

工
費

陶
芸

ス
タ

ジ
オ

運
営

事
業

費
（

陶
芸

ス
タ

ジ
オ

開
設

準
備

事
業

）
3
0
,7
6
7
,0
0
0

７
商
工
費

意
匠

研
究

所
施

設
整

備
費

（
研

修
棟

等
空

調
機

設
置

工
事

）
1
4
,3
3
6
,0
0
0

1
3
,0
6
8
,0
0
0
1
3
,0
6
8
,0
0
0

７
商
工
費

１
商

工
費

5
0
0
,0
0
0

5
0
0
,0
0
0

１
商

工
費

地
域

経
済

循
環

創
造

事
業

費
（

新
商

品
開

発
支

援
補

助
金

）
5
0
0
,0
0
0

７
商
工
費

セ
ラ

ミ
ッ

ク
パ

－
ク

Ｍ
Ｉ

Ｎ
Ｏ

関
係

費
（
（
公

財
）
セ

ラ
ミ

ッ
ク

パ
－

ク
美

濃
負

担
金

）
8
,6
3
5
,0
0
0

8
,6
3
5
,0
0
0

8
,6
3
5
,0
0
0

７
商
工
費

１
商

工
費

4
5
0
,0
0
0

4
5
0
,0
0
0

２
林

業
費

森
林

整
備

促
進

事
業

費
（
林

業
就

業
移

住
支

援
事

業
補

助
金

返
還

金
）

4
5
0
,0
0
0

６
農
林
水

産
業
費

9
,0
4
0
,0
0
0

9
,0
4
0
,0
0
0

２
清

掃
費

月
見

セ
ン

タ
ー

管
理

費
（

し
尿

処
理

施
設

共
同

化
負

担
金

）
1
0
,0
0
0
,0
0
0

8
3
6
,0
0
0

４
衛
生
費

東
濃

西
部

３
市

広
域

ご
み

焼
却

施
設

建
設

関
係

費
（
広
域
ご
み
焼
却
施
設
整
備
等
に
係
る
候
補
地
選
定
補
助
業
務
委
託
）

8
,4
7
0
,0
0
0

8
3
6
,0
0
0

４
衛
生
費

２
清

掃
費

既
収
入

特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

款
項

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
名

金
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の
財
源
内
訳
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国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

3
9
,4
5
0
,0
0
0

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（

市
営

住
宅

解
体

工
事

）
4
8
,7
5
2
,0
0
0

4
8
,7
5
2
,0
0
0

9
,3
0
2
,0
0
0

８
土
木
費

５
住

宅
費

2
,4
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

４
都
市
計
画
費

公
園

施
設

整
備

費
（

虎
渓

用
水

更
新

工
事

）
2
,4
0
0
,0
0
0

2
,5
0
0
,0
0
0

８
土
木
費

公
園

施
設

整
備

費
（

坂
上

湧
水

公
園

せ
せ

ら
ぎ

整
備

工
事

）
2
,5
0
0
,0
0
0

2
,5
0
0
,0
0
0

８
土
木
費

４
都
市
計
画
費

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

４
都
市
計
画
費

空
き

家
対

策
事

業
費

（
空

き
家

再
生

事
業

補
助

金
）

1
,6
0
0
,0
0
0

7
,6
6
3
,0
0
0

８
土
木
費

道
路

問
題

対
策

関
連

事
業

費
（
市

道
6
1
3
5
0
0
線

道
路

詳
細

設
計

業
務

委
託

等
）

7
,6
6
3
,0
0
0

7
,6
6
3
,0
0
0

８
土
木
費

４
都
市
計
画
費

1
6
,0
6
0
,4
0
0

1
6
,0
6
0
,4
0
0

３
河

川
費

浸
水

対
策

事
業

費
（

浸
水

対
策

工
事

（
笠

原
町

）
）

3
0
,0
0
0
,0
0
0

4
,0
3
1
,0
0
0

８
土
木
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

宝
町

、
松

坂
町

電
柱

移
設

補
償

）
4
,0
3
1
,0
0
0

4
,0
3
1
,0
0
0

８
土
木
費

２
道

路
橋

り
ょ
う
費

6
,0
0
0
,0
0
0

6
,0
0
0
,0
0
0

２
道

路
橋

り
ょ
う
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

市
道
6
1
3
5
0
0

線
道

路
詳

細
設

計
業

務
委

託
）

6
,0
0
0
,0
0
0

7
,8
0
0
,0
0
0

８
土
木
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

側
溝

整
備

工
事

（
大

畑
町

大
洞

）
）

7
,8
0
0
,0
0
0

7
,8
0
0
,0
0
0

８
土
木
費

２
道

路
橋

り
ょ
う
費

7
,2
0
0
,0
0
0

7
,2
0
0
,0
0
0

２
道

路
橋

り
ょ
う
費

道
路

改
良

事
業

費
（

単
独

）
（

舗
装

整
備

工
事

（
根

本
町

３
）

）
7
,2
0
0
,0
0
0

８
土
木
費

既
収
入

特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

款
項

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
名

金
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の
財
源
内
訳
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国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

1
,5
3
2
,5
0
9
,0
0
0

1
,2
1
5
,3
1
2
,8
6
0
5
8
,2
4
7
,0
0
0
8
2
0
,9
7
0
,4
6
0
2
1
2
,9
0
0
,0
0
0

0
1
2
3
,1
9
5
,4
0
0

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
9
7
,6
8
1
,0
0
0

4
6
,7
3
8
,0
0
0
1
4
7
,8
0
0
,0
0
0

3
,1
4
3
,0
0
0

３
中

学
校

費
中

学
校

施
設

改
良

事
業

費
（

中
学

校
ト

イ
レ

洋
式

化
改

修
事

業
）

1
9
7
,6
8
1
,0
0
0

2
,3
0
3
,0
0
0

1
0
教
育
費

個
別

避
難

計
画

関
係

費
（

個
別

避
難

計
画

作
成

業
務

委
託

）
2
,3
0
3
,0
0
0

2
,3
0
3
,0
0
0

９
消
防
費

１
消

防
費

2
6
,6
4
9
,0
0
0

2
4
,3
0
0
,0
0
0

2
,3
4
9
,0
0
0

１
消

防
費

非
常

備
消

防
車

両
購

入
費

（
消

防
団

用
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
購

入
事

業
）

2
6
,7
0
0
,0
0
0

９
消
防
費

既
収
入

特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

款
項

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
名

金
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の
財
源
内
訳
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報第19号 

 

令和７年度多治見市介護保険事業特別会計継続費繰越計算書の報告につ

いて 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により、令和７年

度多治見市介護保険事業特別会計継続費繰越計算書を次のとおり調製したので、これ

を議会に報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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（
単
位
：
円
）

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

１
５

9
,6
5
6
,0
0
0

5
,6
6
4
,0
0
0

0
5
,6
6
4
,0
0
0

4
,2
2
4
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

0
0

0

残
額

翌
年
度

逓
次
繰
越
額

令
和
７
年
度
多
治
見
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

左
の
財
源
内
訳 特
定
財
源

項
事
　
　
　
業
　
　
　
名

継
続
費

の
総
額

令
和
７
年
度
継
続
費
予
算
現
額

計
予
算
計
上
額

前
年
度

逓
次
繰
越
額

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
等
調
査
及
び

給
付

分
析

等
推

計
業

務
、

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
策
定
業
務

9
,6
5
6
,0
0
0

5
,6
6
4
,0
0
0

5
,6
6
4
,0
0
0

款

合
計

支
出
済
額

及
び

支
出
見
込
額

4
,2
2
4
,0
0
0

総 務 費

計 画 策 定

委 員 会 費

繰
越
金

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0

1
,4
4
0
,0
0
0
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報第20号 

 

令和７年度多治見市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和７年度

多治見市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもって

次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

：
円

）

国
庫

補
助

金
損

益
勘

定
留

保
資

金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

舗
装

復
旧

工
事

(
美

坂
町

8
)

2
1
,
6
7
0
,
0
0
0

2
1
,
6
7
0
,
0
0
0

2
1
,
6
7
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

舗
装

復
旧

工
事

(
明

和
町

3
他

)
1
6
,
0
6
0
,
0
0
0

1
6
,
0
6
0
,
0
0
0

1
6
,
0
6
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

(
光

ケ
丘

2
.
3
)

3
1
,
0
7
5
,
0
0
0

3
1
,
0
7
5
,
0
0
0

3
1
,
0
7
5
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
高

田
町

9
他

）
1
7
,
8
2
0
,
0
0
0

1
7
,
8
2
0
,
0
0
0

1
7
,
8
2
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

(
美

坂
町

6
)

1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
脇

之
島

町
5
）

1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

1
5
,
6
2
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
松

坂
町

4
）

1
9
,
0
3
0
,
0
0
0

1
9
,
0
3
0
,
0
0
0

1
9
,
0
3
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
平

野
町

4
）

1
1
,
3
8
5
,
0
0
0

1
1
,
3
8
5
,
0
0
0

1
1
,
3
8
5
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

配
水

管
布

設
替

工
事

（
下

沢
町

4
 
）

2
5
,
2
4
5
,
0
0
0

2
5
,
2
4
5
,
0
0
0

2
5
,
2
4
5
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

重
要

給
水

施
設

配
水

管
耐

震
工

事
（

希
望

ケ
丘

4
）

4
8
,
3
4
5
,
0
0
0

4
8
,
3
4
5
,
0
0
0

1
3
,
2
0
0
,
0
0
0

3
5
,
1
4
5
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

水
道

管
路

管
理

シ
ス

テ
ム

更
新

業
務

委
託

9
,
7
7
9
,
0
0
0

9
,
7
7
9
,
0
0
0

9
,
7
7
9
,
0
0
0

2
2
7
,
9
9
7
,
0
0
0

0
2
2
7
,
9
9
7
,
0
0
0

1
3
,
2
0
0
,
0
0
0

2
1
4
,
7
9
7
,
0
0
0

0
0

合
　

　
　

　
　

　
計

令
和
７
年
度
多
治
見
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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報第21号 

 

令和７年度多治見市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、令和７年度

多治見市下水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について、繰越計算書をもっ

て次のとおり報告を受けたので、これを議会に報告する。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
（

単
位

：
円

）

国
庫

補
助

金
下

水
道

事
業

債
一

般
会

計
負

担
金

損
益

勘
定

留
保

資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

下
水

道
管

渠
更

新
工

事
2
9
,
7
2
0
,
0
0
0

2
9
,
7
2
0
,
0
0
0

2
8
,
2
0
0
,
0
0
0

1
,
5
2
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
基

づ
く

管
更

生
工

事
（

補
正

）
2
1
,
6
3
2
,
4
0
0

2
1
,
6
3
2
,
4
0
0

1
0
,
8
1
6
,
2
0
0

9
,
7
0
0
,
0
0
0

1
,
1
1
6
,
2
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
基

づ
く

管
更

生
工

事
（

補
正

）
3
8
,
5
5
0
,
0
0
0

3
8
,
5
5
0
,
0
0
0

3
6
,
6
0
0
,
0
0
0

1
,
9
5
0
,
0
0
0

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

計
画

に
基

づ
く

管
更

生
工

事
（

補
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議第68号 

 

物品供給契約の締結について 

 

消防団用消防ポンプ自動車購入について、次のとおり物品供給契約を締結するもの

とする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  消防団用消防ポンプ自動車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 27,390,000円 

４ 契約の相手方  岐阜市金園町３丁目25番地 

株式会社ウスイ消防 

代表取締役 臼井 潔 
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議第69号 

 

物品供給契約の締結について 

 

高規格救急自動車購入について、次のとおり物品供給契約を締結するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  高規格救急自動車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 21,780,000円 

４ 契約の相手方  多治見市前畑町４丁目92番地 

岐阜トヨタ自動車株式会社多治見店 

店長 浅井 勝也 
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議第70号 

 

物品供給契約の締結について 

 

高度救命処置用資機材購入について、次のとおり物品供給契約を締結するものとす

る。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  高度救命処置用資機材購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  一金 27,599,000円 

４ 契約の相手方  岐阜市玉宮町１丁目11番地１ 

井上精機株式会社 

代表取締役社長 木村 健二 
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議第71号 

 

物品供給契約の締結について 

 

消防職員用防火服購入について、次のとおり物品供給契約を締結するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

１ 契 約 の 目 的  消防職員用防火服購入 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 金 額  一金 29,781,180円 

４ 契約の相手方  岐阜市加納桜道１丁目20番地１ 

株式会社マエカワ 

代表取締役 前川  樹 
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議第72号 

 

第８次多治見市総合計画基本計画を変更するについて 

 

令和５年12月20日議第118号をもって議決を経た第８次多治見市総合計画基本計画

の一部を次のように変更するものとする。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

第８次多治見市総合計画基本計画中 

「 

【柱１】子育て世代が選び、住み続けたくなるまちづくり ７ ３７ 

」を 

「 

【柱１】子育て世代が選び、住み続けたくなるまちづくり ７ ３８ 

」 に 、 

「 

合計 ４１ １６４ 

」を 

「 

合計 ４１ １６５ 

」に

改める。 

第８次多治見市総合計画基本計画 政策の柱１ 子育て世代が選び、住み続けたく

なるまちづくり 施策７ 保育・教育施設等の整備 基本計画事業に次のように加え
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る。 

５ 精華小学校を建て替えます 
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議第73号 

 

   多治見市農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を多治見市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年５月28日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住  所 氏  名 生年月日 備考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
日比野 正之 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

任期は、

令和11年

７月19日

まで 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 
松岡 正延 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
加納 洋一 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 
山内 晃三 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 
江﨑  勇 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 
遠藤 研司 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 宮嶋 好美 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 
河地 義治 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 
長江 弓子 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 
玉木 芳幸 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
坂崎 寛治 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
若尾 育男 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 川本 隆司 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 新任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
東 一二美 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
市原 勝美 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 
富田 良一 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 
右髙 一朋 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 再任 

 

提案理由 

 本市農業委員会委員の任期が、令和８年７月19日に満了するため、上記の者を任命

する。 

 


